
社会福祉法人精華町社会福祉協議会

役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(目的)

第１条 この規程は、社会福祉法人精華町社会福祉協議会(以下「本会」という。)

の会長、副会長、理事、監事、評議員（以下「役員等」という。)の報酬及び実

費弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第２条 会長及び副会長の報酬の額は、次の各号に定めるところによるものとする。

（１） 会長  月額    ２０，０００円

（２） 副会長 月額     ５，０００円

(費用の弁償)

第３条 役員等が、その職務のため、理事会、評議員会及び監査に出席したときは、

費用弁償として日額１，０００円を支給する。

(旅費による費用弁償)

第４条 役員等が、町外に出張したときは、本会旅費規程により、その費用を弁償

する。

２ 役員等以外の者が、本会の依頼に応じ、業務のため出張した場合には、その者

に対し、費用弁償として旅費を支給することができる。

(その他)

第５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規程は、交付の日から施行し、平成１３年 ４月 １日から適用する。

この規程は、平成１６年 ４月 １日から適用する。

この規程は、平成２４年 ４月 １日から適用する。


